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税務署から収支内訳書提出の督促文書が届きます 

 

毎月１５日までの会費納入にご協力をお願いします。 会計 山崎孝亀  

提出しないことで不利益な扱いはありません！
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今年も好評発売中！ 

小豆島のそうめん 

 

 
1.8 ㎏ 2,200 円 

 

 

▲このような文書が税務署から届き▲このような文書が税務署から届き▲このような文書が税務署から届き▲このような文書が税務署から届きますますますます▲▲▲▲    
 これは昨年 7 月 15 日付で送付されたも
の。2014 年は期限までに提出のない場合は
「調査を実施する場合があり…」と脅しの
ような表現がありましたが、⺠商の抗議も
あり 2015 年以降は「申告書や法定調書など
各種情報に照らして必要あると認められる
場合は調査を実施する場合があり…」とい
う一般的な表現に変わっています。 
 督促文書が届いた場合は、表現に注意し、
昨年までと変わっている場合は事務所まで
お知らせください。 
  

えっ!? こんな人が国税庁長官に!? 
 
財務省・佐川氏が国税庁長官に「栄転」 

 
政府は、「森友学園」への国有地売却問題をめぐる

国会答弁で、不誠実な答弁を繰り返した財務省の佐川
宣寿理財局⻑(写真)を、7 月 5⽇付で国税庁⻑官に起
用しました。 

あからさまな論功 
行賞人事であり、ま 
じめな納税者からは 
「財務省の国有地売 
買に関する資料が半 
年で自動消滅するような国で、なんで営業と生活に四
苦八苦している中小零細業者が領収書を 7 年間も保
管しないといけないのか」「財務省の資料が半年で自
動消滅するなら僕も領収書を半年で捨ててもいいよ
ね」「⾎税で苦しむ国⺠をなめている」などと怒りの
声が上がっています。 

 


